
山都町国民保護計画新旧対照表

＜下線部が令和４年１月時点での変更箇所＞

変更箇所 旧 新

第１編

第４章

１

（３）

第１編 総 論

第４章 町の地理的、社会的特徴

１ 町の地理的、社会的特徴

（３）人口分布
本町の人口は、令和２年１２月３１日現在１４，３６６人であ

り、役場本庁舎がある浜町市街地に集中している。年齢３区分に
よる年齢人口構成は、０～１４歳の幼年人口及び１５～６４歳の
生産年齢人口が、昭和５５年から現在にかけて大きく減少してお
り、それに比べて６５歳以上の高齢者人口が急速に増大している。
令和２年１２月３１日現在の高齢化率は４８．８％と高い。高齢
者の避難誘導を行う者や介護者などを確保し、いかに迅速に高齢
者を避難させるかなどといった課題に対応する必要がある。

第１編 総 論

第４章 町の地理的、社会的特徴

１ 町の地理的、社会的特徴

（３）人口分布
本町の人口は、令和３年１２月３１日現在１３，９６６人であ

り、役場本庁舎がある浜町市街地に集中している。年齢３区分に
よる年齢人口構成は、０～１４歳の幼年人口及び１５～６４歳の
生産年齢人口が、昭和５５年から現在にかけて大きく減少してお
り、それに比べて６５歳以上の高齢者人口が急速に増大している。
令和３年１２月３１日現在の高齢化率は４９．８％と高い。高齢
者の避難誘導を行う者や介護者などを確保し、いかに迅速に高齢
者を避難させるかなどといった課題に対応する必要がある。

＊１「年齢別男女別人口表」（山都町税務住民課） ＊１「年齢別男女別人口表」（山都町税務住民課）



＜下線部が令和４年１月時点での変更箇所＞

変更箇所 旧 新

第１編

第４章

１

（７）

第１編 総 論

第４章 町の地理的、社会的特徴

１ 町の地理的、社会的特徴

（７）消防力

本町の消防力は、山都消防署の消防吏員２８名、山都町消防団
５７５名である。特に、日頃からの教育訓練により、災害対応の
技術・知識を習得し、かつ、地域の状況を把握した消防団員が多
数存在することは、地域の消防・防災力の高さに繋がっている。

第１編 総 論

第４章 町の地理的、社会的特徴

１ 町の地理的、社会的特徴

（７）消防力

本町の消防力は、山都消防署の消防吏員２９名、山都町消防団
５２４名である。特に、日頃からの教育訓練により、災害対応の
技術・知識を習得し、かつ、地域の状況を把握した消防団員が多
数存在することは、地域の消防・防災力の高さに繋がっている。



＜下線部が令和４年１月時点での変更箇所＞

変更箇所 旧 新

第２編

第１章

第１

１

第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等

第１ 町における組織・体制の整備

１ 町の各課における平素の業務

第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等

第１ 町における組織・体制の整備

１ 町の各課における平素の業務

課名 平素の業務

健康ほけん課
福祉課

・高齢者、障害者等災害時要支援者に対
する避難体制の整備に関すること
（以下、略）

課名 平素の業務

健康ほけん課
福祉課

・高齢者、障害者等避難行動要支援者に対
する避難体制の整備に関すること
（以下、略）



＜下線部が令和４年１月時点での変更箇所＞

変更箇所 旧 新

第２編

第１章

第１

１

第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等

第１ 町における組織・体制の整備

１ 町の各課における平素の業務

第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等

第１ 町における組織・体制の整備

１ 町の各課における平素の業務

課名 平素の業務

環境水道課 ・安否情報の収集体制の整備に関すること
・廃棄物の処理に関すること
・所管施設の整備に関すること
・所管施設の安全管理に関すること

農林振興課

（略）

・道路（町道、林道、農道）・河川の状況把握
に関すること

（略）

人権センター ・施設利用者に対する避難体制の整備に関する
こと

（略）

環境水道課 ・救援に係る飲料の確保及び調達に関すること
・所管資料の整備に関すること
・所管施設の安全管理に関すること

課名 平素の業務

環境水道課 ・安否情報の収集体制の整備に関すること
・廃棄物の処理に関すること
（削除）
（削除）
・救援に係る飲料の確保及び調達に関すること
・所管資料の整備に関すること
・所管施設の安全管理に関すること

農林振興課

（略）

・道路（町道、林道、農道）・河川の状況把握
に関すること

（略）

人権センター ・施設利用者に対する避難体制の整備に関する
こと

（略）

（削除） （削除）
（削除）
（削除）



＜下線部が令和４年１月時点での変更箇所＞

変更箇所 旧 新

第３編

第２章

１

（３）

エ

第３編 武力攻撃事態等への対処

第２章 町対策本部の設置等

１ 町対策本部の設置

（３） 町対策本部の組織構成及び機能

エ 町の各課における武力攻撃事態における業務

第３編 武力攻撃事態等への対処

第２章 町対策本部の設置等

１ 町対策本部の設置

（３） 町対策本部の組織構成及び機能

エ 町の各課における武力攻撃事態における業務

課名 武力攻撃事態における業務

健康ほけん課
福祉課

・高齢者、障害者等の災害時要支援者の
避難、安全確保に関すること
（以下、略）

課名 武力攻撃事態における業務

健康ほけん課
福祉課

・高齢者、障害者等の避難行動要支援者の
避難、安全確保に関すること
（以下、略）



＜下線部が令和４年１月時点での変更箇所＞

変更箇所 旧 新

第３編

第４章

第１

１

（２）

イ

第３編 武力攻撃事態等への対処

第４章 警報及び避難の指示等

第１ 警報の伝達等

１ 警報の内容の伝達等

（２）警報の内容の通知

イ 町は、警報が発令された旨の報道発表については速やかに
行うとともに、町のホームページ
（http：//www.town.yamato.kumamoto.jp/）に警報の内容を
掲載する。

（略）
※町長はホームページ
（http//www.town.yamato.kumamoto.jp)に警報の内容を掲載

第３編 武力攻撃事態等への対処

第４章 警報及び避難の指示等

第１ 警報の伝達等

１ 警報の内容の伝達等

（２）警報の内容の通知

イ 町は、警報が発令された旨の報道発表については速やかに
行うとともに、町のホームページ
（https://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp）に警報の内容
を掲載する。

（略）
※町長はホームページ
（https://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp)に警報の内容
を掲載



＜下線部が令和４年１月時点での変更箇所＞

変更箇所 旧 新

第３編

第４章

第２

２

（４）

カ

第３編 武力攻撃事態等への対処

第４章 警報及び避難の指示等

第２ 避難住民の誘導等

２ 避難実施要領の策定

（４）避難実施要領の策定の際における考慮事項

カ 要援護者の避難方法の決定
避難支援プラン、災害時要援護者支援班の設置

第３編 武力攻撃事態等への対処

第４章 警報及び避難の指示等

第２ 避難住民の誘導等

２ 避難実施要領の策定

（４）避難実施要領の策定の際における考慮事項

カ 要支援者の避難方法の決定
避難行動要支援者名簿、避難行動要支援者支援班の設置


